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［
論
稿
］

関
東
大
震
災

被
災
・
救
援
・
復
興
の
証
言
ー
渋
沢
栄
一
、
後
藤
新
平
、
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
ー

永
冶
日
出
雄

第
十
一
章

九
月
十
一
日
大
震
災
善
後
会
の
成
立
と
運
営

九
月
十
一
日
渋
沢
栄
一
は
午
前
八
時
に
飛
鳥
山
の
自
邸
か
ら
出
発
し
、
秘
書
白
石
を
伴
っ
て
宮
内
省
関
屋
次
官
を
訪
問
し
、
つ

い
で
内
務
省
救
護
事
務
所
で
内
務
大
臣
後
藤
新
平
に
挨
拶
し
た
。
午
前
十
時
か
ら
は
東
京
商
業
会
議
所
に
お
い
て
大
震
災
善
後
会
発

起
人
会
が
開
催
さ
れ
、
議
長
徳
川
家
達
の
選
出
と
渋
沢
の
経
過
報
告
の
の
ち
、
同
会
の
成
立
と
各
部
役
員
を
決
議
す
る
。
午
後
に
は

河
井
書
記
官
長
等
と
と
も
に
再
度
後
藤
を
訪
ね
、
善
後
会
の
発
足
を
報
告
し
た
。

白
石
喜
太
郎
の
手
記

九
月
十
一
日

午
前
八
時
頃
飛
鳥
山
邸
発
、
白
石
随
行

午
前
八
時
半
関
屋
宮
内
次
官
ヲ
訪
問
、
大
震
災
善
後
会
総
裁
ニ
皇
族
奉
戴
ノ
件
ニ
付
テ
ナ
リ

午
前
九
時
頃
臨
時
災
害
救
護
事
務
局
ニ
後
藤
子
訪
問
、
同
シ
ク
皇
族
総
裁
奉
戴
ニ
関
ス
ル
協
議
ノ
為
ナ
リ

午
前
十
時
、
大
震
災
善
後
会
第
一
回
委
員
会
ニ
列
席
ノ
為
メ
、
東
京
商
業
会
議
所
ニ
赴
ク
、
徳
川
公
座
長
、
渋
沢
子
爵
説
明
、

拍
手
ノ
許
ニ
会
成
立
、
委
員
並
ニ
常
務
委
員
ヲ
指
名
、
常
務
委
員
ヲ
救
済
部
及
経
済
部
ニ
分
チ
、
夫
々
部
長
ヲ
選
ヒ
、
救
済
部

「
白
石
喜
太
郎
の
手
記
」『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
三
一
巻
、
三
二
九
頁
。

①
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ハ
青
木
信
光
子
ヲ
、
経
済
部
ハ
阪
谷
男
爵
ニ
決
定
、
直
ニ
各
部
委
員
会
開
催
、
午
後
一
時
再
ヒ
後
藤
子
爵
訪
問
、
青
木
子
爵
・

伊
沢
多
喜
男
・
河
井
書
記
官
長
等
同
行
ス
〔
中
略
〕

大
震
災
善
後
会
ヘ
、
渋
沢
子
爵
ヨ
リ
金
五
万
円
寄
附
ス

①

大
震
災
善
後
会
発
起
人
会

大
正
十
二
年
九
月
十
一
日
午
前
十
時
よ
り
当
所
に
於
て
開
会

徳
川
公
爵
議
長
に
推
薦
せ
ら
れ
議
長
席
に
着
き
開
議

◇
会
議
経
過
大
要

開
会
劈
頭
渋
沢
子
爵
一
同
に
挨
拶
し
て
徳
川
公
爵
を
議
長
に
仰
ぐ
こ
と
を
提
議
し
た
る
後
去
る
九
日
の
実
業
家
協
議
会
お
よ

び
貴
衆
両
院
議
長
・
実
業
家
代
表
協
議
会
の
経
過
報
告
あ
り
た
り

徳
川
公
爵
議
長
に
推
薦
せ
ら
れ
て
議
長
席
に
着
き
議
長
の
指
名
に
よ
り
渋
沢
子
爵
に
罹
災
民
の
救
済
及
経
済
界
復
興
を
目
的

と
し
て
本
会
を
組
織
せ
る
所
以
及
本
会
を
組
織
す
る
に
至
れ
る
経
過
の
概
要
を
報
告
せ
ら
れ
た
り

【
趣
意
書
決
定
】
徳
川
議
長
趣
意
書
の
決
定
を
提
議
し
（
河
井
貴
族
院
書
記
官
長
趣
意
書
朗
読
）
出
席
者
交
々
意
見
の
交
換

を
為
し
た
る
後
議
長
は
大
体
に
於
て
異
議
な
き
も
の
と
認
む
る
が
故
に
決
定
す
べ
し
と
述
べ
ら
れ
こ
こ
に
大
震
災
善
後
会

の
趣
意
書
は
決
定
せ
り
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【
大
震
災
善
後
会
規
約
決
定
】
徳
川
議
長
よ
り
大
震
災
善
後
会
規
約
の
提
議
あ
り
て
異
議
な
く
之
を
決
定
せ
り

【
会
長
及
副
会
長
推
薦
】
徳
川
議
長
よ
り
大
震
災
善
後
会
規
約
第
六
条
第
一
項
に
よ
り
会
長
及
副
会
長
を
推
挙
す
べ
き
旨
述

べ
ら
れ
た
る
に
対
し
和
田
豊
治
君
よ
り
会
長
は
徳
川
公
爵
、
副
会
長
は
粕
谷
衆
議
院
議
長
、
渋
沢
子
爵
及
山
科
東
京
商
業

会
議
所
副
会
頭
の
三
名
を
推
挙
す
る
こ
と
を
提
議
せ
る
が
該
提
議
は
い
ぎ
な
く
之
を
可
決
せ
り

【
役
員
の
決
定
】
つ
ぎ
に
徳
川
議
長
は
規
約
第
六
条
第
二
項
に
よ
り
本
会
委
員
及
幹
事
の
嘱
託
を
為
す

〔
中
略
〕

◇
趣
意
書

関
東
地
方
に
於
け
る
今
回
の
災
害
は
震
災
に
次
ぐ
に
火
災
を
以
て
し
実
に
前
古
未
曾
有
の
大
惨
事
た
り
就
中
東
京
横
浜
の
如

き
は
被
害
最
も
激
甚
に
し
て
全
市
忽
ち
焦
燼
阿
鼻
叫
喚
の
巷
と
化
し
死
者
数
十
万
傷
者
算
な
し
骨
肉
離
散
し
て
互
に
生
死
を
知

る
能
は
ざ
る
者
或
い
は
家
を
喪
う
て
衣
食
の
窮
乏
に
号
泣
す
る
者
其
数
を
知
ら
ず
而
も
時
漸
く
寒
天
に
向
ひ
疫
癘
将
に
相

踵

れ
い

く
び
す

か
む
と
す
加
之
積
年
の
経
営
一
朝
に
し
て
灰
燼
に
帰
し
、
経
済
諸
般
の
組
織
は
悉
く
根
底
よ
り
覆
滅
せ
ら
れ
て
其
の
跡
を
止
め

ず
我
財
界
の
危
機
之
に
過
ぎ
ぐ
る
も
の
な
し
惨
憺
た
る
光
景
誰
か
袖
手
傍
観
に
耐
え
ん

畏
く
も
皇
室
よ
り
つ
と
に
御
内
努
金
を
下
賜
せ
ら
れ
て

救

恤

の
資
に
供
せ
し
め
ら
る

聖
旨
の
優
渥
な
る
ま
こ
と
に
感
激

き
ゅ
う
じ
ゅ
つ

措
く
能
は
ざ
る
所
な
り

是
を
以
て
こ
こ
に
同
志
相
謀
り
て
大
震
災
善
後
会
を
組
織
し
あ
ま
ね
く
天
下
の
同
情
者
に
訴
え
義
金

を
醵
集
し
之
を
焦
眉
の
救
済
に
資
せ
ん
と
す
更
に
進
む
で
は
此
の
壊
滅
せ
る
経
済
組
織
の
復
興
に
関
し
必
要
な
る
施
設
を
攻
究

き
ょ

し
以
て
百
年
の
大
計
を
裨
補
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
む
欲
す
切
に
希
く
は
大
方
の
士
本
会
の
趣
旨
に
賛
し
此
の
挙
を
助
成
せ
ら
れ
ん

ひ

ほ

「
大
震
災
善
後
会
発
起
人
会
」『
東
京
商
業
会
議
所
報
』
第
六
巻
、
第
十
号
（
大
正
十
二
年
十
一
月
五
日
）
十
九
ー
二
十
頁

①

『
時
事
新
報
』
大
正
十
二
年
九
月
十
三
日
号
、
三
頁
。

②
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こ
と
を

①

翌
々
日
の
『
時
事
新
報
』
に
は
「
震
災
善
後
会
成
立

貴
衆
両
院
及
び
財
界
巨
頭
を
網
羅
」
と
の
見
出
し
が
第
三
面
ト
ッ
プ
に
掲

げ
ら
れ
、
同
会
の
規
約
な
ら
び
に
趣
意
書
と
と
も
に
、
常
務
委
員
と
し
て
救
済
部
十
二
名
と
経
済
部
十
二
名
の
顔
触
れ
も
報
道
さ
れ

る
。

青
木
信
光
、
団
琢
磨
、
黒
田
清
輝
、
鳩
山
一
郎
等
か
ら
成
る
救
済
部
会
お
よ
び
和
田
豊
治
、
星
野
錫
、
阪
谷
芳
郎
等
か
ら

②

成
る
経
済
部
会
は
、
発
起
人
会
が
成
功
裏
に
終
了
し
た
あ
と
、
た
だ
ち
に
最
初
の
会
議
を
開
い
た
。

善
後
会
常
任
委
員
会
議
事
録

◇
第
一
回
救
済
部
会

大
正
十
二
年
九
月
十
一
日
午
前
十
一
時
よ
り
当
所
に
て
開
会
。

青
木
子
爵
救
済
部
長
に
推
薦
せ
ら
れ
議
長
席
に
つ
き
開
議

決
議
事
項

一
，
寄
付
金
募
集
方
法
（
イ
）
地
方
長
官
並
地
方
団
体
商
業
会
議
所
等
に
依
頼
し
て
其
の
配
慮
に
依
り
醵
金
の
勧
誘
を
乞
ふ
こ

と
（
ロ
）
募
集
金
の
一
部
を
募
集
費
用
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
は
否
決

但
募
集
費
用
と
し
て
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と



「
救
済
部
会
」
お
よ
び
「
経
済
部
会
」『
東
京
商
業
会
議
所
報
』
第
六
巻
、
第
十
号
（
大
正
十
二
年
十
一
月
五
日
）
三
〇
、

①

三
四
頁
。
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（
ハ
）
新
聞
紙
に
広
告
す
る
こ
と
（
ニ
）
個
別
的
に
勧
誘
状
を
送
付
す
る
こ
と

一
，
寄
付
は
金
銭
に
限
る
こ
と

〔
中
略
〕

一
，
寄
付
金
の
分
配
方
法
は
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
と
交
渉
し
同
時
に
委
員
会
の
決
議
を
経
て
行
ふ
こ
と

一
，
救
済
方
法
に
関
し
て
は
政
府
の
救
護
方
策
に
関
し
注
意
を
促
し
同
時
に
必
要
な
る
建
言
を
為
す
こ
と

一
，
救
済
部
委
員
は
毎
日
午
前
十
時
に
集
合
す
る
こ
と

◇
第
一
回
経
済
部
会

大
正
十
二
年
九
月
十
一
日
午
前
十
一
時
よ
り
当
所
に
於
て
開
会

阪
谷
男
爵
経
済
部
長
に
推
薦
せ
ら
れ
議
長
席
に
着
き
開
議

決
議
事
項

一
，
阪
谷
男
爵
経
済
部
長
を
推
薦
す
る
こ
と

一
，
各
委
員
は
毎
日
午
前
十
時
当
所
に
参
集
し
て
協
議
す
る
こ
と

一
，
差
向
保
険
及
銀
行
問
題
を
研
究
す
る
こ
と

一
，
各
自
意
見
あ
る
場
合
は
部
長
及
服
部
幹
事
の
下
に
提
出
す
る
こ
と

一
，
な
お
政
府
当
局
と
交
渉
の
任
に
当
り
都
市
建
設
に
関
し
て
も
攻
究
す
る
こ
と

①
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貴
衆
両
院
と
有
力
実
業
家
の
提
携
を
実
現
す
べ
く
奔
走
し
た
貴
族
院
書
記
官
長
河
井
弥
八
は
、
善
後
会
を
統
轄
す
る
総
務
部
の
主

務
幹
事
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
機
関
の
主
要
な
使
命
は
震
災
に
際
す
る
義
捐
金
の
募
集
と
配
分
で
あ
っ
て
、
救
済
と
復
興
へ
の
い
わ

ば
間
接
的
支
援
で
あ
る
。
そ
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
つ
い
て
、
七
年
後
に
語
ら
れ
る
河
井
の
証
言
を
参
照
す
る
。

大
震
災
善
後
会
の
組
織
と
運
営
（
河
井
弥
八
談
話
）

次
で
九
月
十
一
日
に
大
震
災
善
後
会
と
云
ふ
も
の
が
成
立
致
し
ま
し
た
。
此
時
会
の
組
織
を
決
め
て
、
趣
意
書
を
作
り
、
規

約
を
定
め
ま
し
て
、
職
員
を
拵
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
会
長
副
会
長
は
最
初
に
申
上
げ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
商
業
会
議

所
の
会
頭
藤
山
君
が
洋
行
中
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
帰
朝
せ
ら
る
る
ま
で
山
科
礼
蔵
君
が
副
会
長
を
勤
め
て
居
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
委
員
に
は
両
院
議
員
実
業
家
の
方
々
が
な
ら
れ
ま
し
た
。
其
数
は
終
り
に
は
必
ず
し
も
五
十
名
と
云
ふ
こ
と
で
な
し

に
、
も
っ
と
殖
え
ま
し
た
。
其
他
各
府
県
の
知
事
、
官
界
民
間
の
有
力
者
を
ば
評
議
員
と
し
て
嘱
託
致
し
ま
し
て
、
御
尽
力
を

願
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

本
会
は
初
め
の
成
立
ち
が
救
済
と
云
ふ
事
と
経
済
の
復
興
と
云
ふ
事
か
ら
出
来
ま
し
た
か
ら
、
其
組
織
も
亦
之
に
伴
っ
て
居

り
ま
す
。
即
ち
救
済
部
、
経
済
部
、
こ
う
云
ふ
二
つ
の
部
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
し
て
其
部
会
が
各
々
色
々
な
問
題
を
研
究

致
し
ま
し
て
、
そ
う
し
て
或
い
は
部
会
の
連
合
会
を
開
き
、
或
い
は
総
会
を
開
き
ま
し
て
急
速
に
種
々
の
事
柄
を
決
定
致
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
其
事
柄
が
決
定
さ
れ
ま
す
と
之
を
総
務
部
の
方
に
移
し
ま
し
て
、
総
務
部
が
之
を
執
行
す
る
こ
と

に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
様
に
し
て
九
月
十
一
日
よ
り
翌
年
三
月
十
三
日
に
其
目
的
を
達
成
し
て
解
散
致
し
ま
す
る
ま
で
の
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間
に
、
救
済
部
会
は
会
議
を
開
く
こ
と
二
十
三
回
決
議
を
経
た
る
も
の
五
十
七
件
に
達
し
、
経
済
部
は
会
議
の
度
数
十
五
回
決

議
件
数
二
十
一
に
上
ぼ
り
、
総
務
部
会
は
二
十
余
回
を
重
ね
ま
し
た
。
解
散
後
は
残
務
を
処
理
す
る
為
に
会
長
、
副
会
長
、
部

長
、
会
計
監
督
及
理
事
が
残
り
ま
し
て
、
約
一
年
を
経
て
全
く
其
仕
事
を
終
り
ま
し
た
。

是
よ
り
事
業
の
大
体
を
申
上
げ
ま
す
が
、
先
ず
救
済
部
に
於
き
ま
し
て
は
資
金
を
多
く
集
め
る
こ
と
が
第
一
の
急
務
で
あ
り

ま
す
。
当
時
印
刷
機
関
、
運
輸
交
通
機
関
の
如
き
は
全
く
破
壊
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
趣
意
書
を
印
刷
し
ま
す
に
も
非
常
な
困
難

を
致
し
、
又
そ
れ
が
出
来
ま
し
て
も
之
を
他
の
府
県
に
送
る
に
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
先
ず
九
月
十
三
日
以
後
都
下
大
阪

等
の
新
聞
紙
に
依
て
広
告
を
為
し
、
印
刷
物
は
出
来
次
第
之
を
各
府
県
や
商
業
会
議
所
へ
発
送
致
し
ま
し
た
。
之
に
対
し
幸
に

し
て
各
方
面
か
ら
多
額
の
寄
付
金
を
集
め
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
寄
付
者
の
重
な
る
も
の
は
華
族
、
実
業
家
、
各
府
県
の

知
事
の
配
慮
に
よ
る
多
数
国
民
の
醵
出
に
係
る
も
の
其
他
外
国
人
か
ら
も
大
分
集
ま
り
ま
し
た
。
其
総
額
は
四
百
四
十
万
余
円

余
の
達
し
其
利
子
は
三
万
七
千
円
に
上
り
ま
し
た
。〔
中
略
〕

其
金
の
使
ひ
方
に
付
て
は
救
済
部
に
於
き
ま
し
て
迅
速
に
適
切
な
る
研
究
を
致
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
先
ず
九
月

二
十
六
日
に
は
第
一
回
と
し
て
百
万
円
を
東
京
市
、
東
京
都
、
横
浜
市
、
神
奈
川
県
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
静
岡
県
に
分
配
致

し
ま
し
た
。
其
分
け
方
に
付
て
は
救
済
上
最
も
適
切
と
認
む
る
事
業
を
研
究
し
て
其
事
業
に
費
す
こ
と
を
条
件
と
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
唯
漫
然
と
府
県
な
り
市
な
り
の
当
局
に
御
任
せ
し
て
差
上
げ
る
こ
と
は
致
し
ま
せ
ぬ
で
し
た
。
是
れ
こ
れ
の
仕
事
を

し
て
戴
き
た
い
、
さ
う
す
れ
ば
是
れ
こ
れ
の
金
を
上
げ
ま
す
と
云
ふ
風
に
し
て
差
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
次
に
第
二
回
に

分
け
ま
し
た
の
は
、
十
月
二
十
六
日
に
百
万
円
を
支
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
是
も
地
方
団
体
、
即
ち
東
京
市
、
東
京
都
、
横

浜
市
、
神
奈
川
県
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
静
岡
県
、
山
梨
県
に
差
出
し
ま
し
た
。
矢
張
り
緊
要
と
認
め
た
る
事
業
を
指
定
し
て

あ
り
ま
す
。
其
次
に
出
し
ま
し
た
の
は
数
回
に
亘
り
ま
し
て
百
六
万
円
を
東
京
府
、
神
奈
川
県
、
静
岡
県
の
信
用
あ
る
社
会
事

「
河
井
弥
八
談
話
」
東
京
市
編
『
帝
都
復
興
秘
録
』
四
一
ー
四
四
頁
。

①
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業
団
体
に
出
し
ま
し
た
。
其
団
体
の
数
は
八
十
五
に
上
り
ま
し
た
。

。
①

『
銀
行
通
信
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
渋
沢
の
回
顧
は
善
後
会
発
足
か
ら
わ
ず
か
五
十
日
後
に
公
刊
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
組
織
と
運
営
が

記
録
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
議
員
と
実
業
家
か
ら
成
る
会
議
の
雰
囲
気
を
も
彷
彿
と
さ
せ
る
。

渋
沢
栄
一
「
大
震
災
の
追
想
と
所
感
」
そ
の
八

一
方
は
徳
川
議
長
、
一
方
は
粕
谷
議
長
に
通
知
を
致
し
、
十
一
日
に
全
体
の
会
議
を
開
き
ま
し
た
、
会
名
は
未
だ
設
け
て
な

い
、
何
と
し
た
ら
宜
か
ら
う
か
、
大
震
災
善
後
会
が
宜
か
ら
う
。
団
体
の
組
織
は
会
長
・
副
会
長
・
委
員
・
幹
事
を
置
き
、
是

等
の
人
々
を
分
つ
て
、
総
務
部
・
救
済
部
・
経
済
部
と
し
救
済
部
は
救
護
に
関
す
る
事
、
経
済
部
は
或
は
経
済
の
安
定
も
図
り

復
興
も
論
ず
る
と
云
ふ
や
う
な
事
に
す
る
、
此
両
部
は
或
る
場
合
に
は
一
緒
に
な
つ
て
評
議
し
又
更
に
委
員
が
大
勢
出
来
て
居

り
ま
す
か
ら
、
其
間
総
会
を
開
い
て
極
く
重
大
の
事
は
決
す
る
、
実
施
は
総
務
部
が
会
長
・
副
会
長
の
命
に
依
つ
て
行
ふ
。
会

長
に
は
徳
川
、
副
会
長
に
は
粕
谷
・
渋
沢
・
山
科
―
藤
山
氏
が
帰
つ
て
来
て
か
ら
山
科
氏
に
代
り
ま
し
た
―
、
そ
れ
か
ら
経
済

部
・
救
済
部
両
部
の
部
員
は
会
長
指
名
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
会
長
に
銘
々
の
希
望
を
申
出
て
定
め
ら
れ
た
。
今

総
体
の
人
数
が
ど
の
位
に
な
つ
て
居
り
ま
す
か
、
双
方
と
も
十
四
・
五
名
宛
で
あ
り
ま
せ
う
、
頻
に
色
々
の
事
を
評
議
し
て
や

つ
て
居
る
、
一
方
に
は
寄
附
金
を
募
集
す
る
、
此
寄
附
金
が
、
既
に
大
き
い
お
月
さ
ん
が
出
た
も
の
だ
か
ら
小
さ
い
星
は
光
が
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十
分
輝
か
ぬ
で
、
海
外
の
寄
附
金
な
ど
は
救
済
事
務
局
の
方
へ
来
ま
す

若
し
吾
々
が
も
う
少
し
早
く
造
つ
た
ら
吾
々
の
方
へ

来
る
分
も
余
程
あ
つ
た
で
す
が
、
甚
だ
残
念
な
が
ら
亜
米
利
加
か
ら
来
る
小
二
百
万
の
吾
々
の
方
へ
来
る
べ
き
も
の
も
皆
救
護

局
の
方
へ
来
て
し
ま
つ
た
。
何
処
へ
来
て
も
構
は
ぬ
、
別
に
そ
れ
に
付
て
彼
れ
此
れ
言
ふ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
そ
れ
で
も

善
後
会
で
も
ザ
ツ
と
四
百
万
円
に
は
な
ら
う
と
思
ひ
ま
す
、
或
は
進
ん
で
五
百
万
円
位
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
今
迄
評
議

し
て
居
る
事
柄
に
付
て
は
数
々
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
あ
れ
と
一
々
丁
寧
に
お
話
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
り
ま
す
が
、
其

中
で
も
今
の
保
険
問
題
な
ど
は
経
済
部
で
し
ば
し
ば
論
じ
て
居
り
ま
す
。
又
各
地
の
巡
回
な
ど
は
救
済
部
の
方
で
横
浜
・
横
須

賀
・
房
州
、
又
は
埼
玉
県
迄
も
出
掛
け
て
実
地
視
察
を
し
ま
し
た
、
私
は
老
人
故
に
御
免
を
蒙
つ
て
居
る
。
皆
さ
ん
が
見
も
し

聞
き
も
し
又
調
べ
も
し
、
見
込
も
立
て
る
と
云
ふ
や
う
な
有
様
か
ら
し
て
、
左
ま
で
有
効
の
団
体
と
は
申
し
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も

兎
に
角
五
百
万
近
い
寄
附
金
を
募
集
し
得
る
し
お
顔
ぶ
れ
も
中
々
委
員
の
連
中
は
立
派
な
も
の
で
す
、
高
橋
是
清
さ
ん
も
加
藤

高
明
さ
ん
も
床
次
竹
二
郎
さ
ん
も
小
川
平
吉
さ
ん
も
中
橋
徳
五
郎
さ
ん
も
、
若
槻
さ
ん
は
見
え
ま
せ
ぬ
が
、
下
岡
さ
ん
も
、
政

友
会
な
り
憲
政
会
な
り
革
新
倶
楽
部
な
り
、
有
力
な
お
方
は
大
抵
網
羅
さ
れ
て
居
る
、
為
に
事
に
依
る
と
議
論
が
多
く
て
仕
事

が
捗
ら
ぬ
と
云
ふ
嫌
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
併
し
大
頭
は
さ
う
出
は
し
ま
せ
ぬ
で
、
唯
々
己
れ
も
同
意
だ
か
ら
宜
い
わ
、

遣
れ
と
云
う
て
奥
の
方
の
四
本
柱
に
威
張
つ
て
居
る
や
う
な
有
様
で
、
工
合
好
く
善
後
会
は
進
み
つ
ゝ
あ
り
ま
す
。
集
つ
た
金

の
中
で
最
初
各
地
方
へ
取
敢
ず
百
万
円
分
け
や
う
と
云
ふ
の
で
、
東
京
に
横
浜
に
或
は
神
奈
川
に
埼
玉
県
に
千
葉
県
に
静
岡
県

に
ポ
ツ
ポ
ツ
別
け
て
到
頭
二
百
万
円
だ
け
さ
う
云
ふ
地
方
分
割
の
法
を
立
て
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
更
に
他
の
方
法
と
し
て
は
、

或
は
社
会
事
業
団
体
と
か
云
ふ
や
う
な
事
が
中
々
数
多
く
あ
り
ま
す
。
さ
う
云
ふ
も
の
に
付
て
追
々
に
必
要
の
仕
事
を
さ
せ
る

為
に
、
ど
う
も
会
自
身
に
仕
事
を
す
る
訳
に
い
か
ぬ
か
ら
、
之
が
適
当
と
思
ふ
者
に
向
つ
て
、
多
く
は
救
済
に
属
す
る
こ
と
で

す
が
、
其
救
済
に
も
直
接
救
済
と
未
来
の
為
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
も
多
少
差
組
ん
で
取
扱
ふ
筈
に
な
つ
て
居
つ
て
、
此
四
百
万

『
銀
行
通
信
録
』
第
七
六
巻
第
四
五
五
号
、
三
四
ー
三
六
頁
。（『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
五
一
巻
、
三
〇
ー
三
二
頁
。）

①
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円
若
く
は
五
百
万
円
に
近
い
金
は
全
く
有
効
に
無
駄
な
く
使
ふ
積
り
で
あ
り
ま
す
。
時
時
に
善
後
会
に
出
て
見
る
と
、
議
論
に

花
が
咲
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
全
く
一
致
の
感
情
を
以
て
や
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
或
る
得
失
に
付
て
の
議
論
は
あ

る
が
、
決
し
て
野
次
ツ
た
り
反
撥
し
た
り
す
る
と
云
ふ
事
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
誠
に
工
合
好
く
、
あ
ゝ
云
ふ
塩
梅
に
総
て
の
会
が

開
け
た
ら
宜
か
ら
う
、
そ
ん
な
事
は
面
前
で
は
申
し
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
両
院
に
居
ら
る
ゝ
方
が
斯
う
云
ふ
味
ひ
に
総
て
の
議

事
を
や
つ
て
下
す
つ
た
ら
、
誰
も
嫌
気
は
持
た
ぬ
で
あ
ら
う
、
此
方
に
出
て
論
ず
る
の
と
帝
国
議
会
で
論
ず
る
の
と
は
、
ま
る

で
発
言
の
観
念
か
ら
違
ふ
や
う
に
見
え
る
、或
る
場
合
に
は
斯
様
に
深
切
に
胸
襟
を
開
い
て
是
を
是
と
し
非
を
非
と
す
る
の
に
、

な
ぜ
帝
国
議
会
へ
出
て
は
是
程
智
恵
の
あ
る
人
が
、
あ
ゝ
ひ
ね
く
れ
た
議
論
ば
か
り
す
る
だ
ら
う
か
、
併
し
又
斯
様
に
忠
実
の

観
念
を
以
て
論
じ
て
呉
れ
る
所
を
見
る
と
、そ
ん
な
に
心
配
せ
ぬ
で
も
宜
い
国
民
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
感
じ
も
自
ら
起
る
位
。

即
ち
此
会
の
総
会
の
時
な
ど
は
大
分
一
騎
当
千
の
議
論
家
が
打
寄
り
ま
す
か
ら
喧
し
か
ら
う
と
思
ふ
と
、
喧
し
く
な
い
実
に
猫

の
や
う
で
す
、
真
と
に
嬉
し
い
事
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。
①

渋
沢
と
と
も
に
善
後
会
副
会
長
に
選
ば
れ
た
粕
谷
義
三
は
明
治
三
一
年
の
総
選
挙
で
衆
議
院
に
初
当
選
し
た
。
彼
の
経
歴
と
功
績

に
つ
い
て
は
、
所
縁
あ
る
埼
玉
県
人
会
の
『
竹
堂
粕
谷
義
三
伝
』
に
詳
細
で
あ
る
。
大
震
災
の
半
年
前
内
外
の
厳
し
い
政
情
に
お
い

て
、
混
迷
す
る
衆
議
院
の
議
場
を
粕
谷
は
収
拾
し
、
以
後
名
議
長
の
評
価
を
博
す
る
。
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粕
谷
義
三
と
衆
議
院
議
会

当
時
の
政
情
は
外
に
在
り
て
は
、
日
露
予
備
会
商
不
調
に
終
り
、
日
英
同
盟
破
棄
さ
れ
、
山
東
、
及
び
シ
ベ
リ
ア
の
撤
兵
を

行
う
等
相
当
多
事
で
あ
り
、且
つ
華
盛
頓
海
軍
軍
縮
会
議
に
於
け
る
比
率
の
協
定
は
吾
国
防
上
の
欠
陥
を
齎
ら
す
も
の
と
し
て
、

も
た

国
内
に
反
対
論
が
多
か
っ
た
。
而
も
此
の
超
然
内
閣
に
対
し
憲
政
会
、
革
新
倶
楽
部
は
強
硬
な
る
態
度
を
以
て
臨
み
て
、
政
友

会
は
内
閣
支
持
の
立
場
に
在
り
、
政
界
の
前
途
相
当
波
瀾
を
思
わ
せ
る
間
に
第
四
拾
六
議
会
は
同
年
十
二
月
二
十
六
日
を
以
て

招
集
さ
れ
た
。
此
頃
よ
り
議
長
奥
繁
三
郞
の
健
康
勝
れ
ず
、
開
期
劈
頭
よ
り
副
議
長
粕
谷
は
専
ら
議
場
整
理
の
大
任
に
当
っ
て

ゐ
た
。
こ
れ
当
時
の
速
記
録
の
示
す
処
で
あ
る
。
斯
く
て
同
期
の
議
会
は
ま
ず
海
軍
軍
縮
問
題
が
論
議
さ
れ
予
算
案
の
審
議
未

だ
終
ら
ざ
る
に
二
月
十
五
日
憲
政
会
の
安
達
謙
蔵
革
新
倶
楽
部
の
浜
田
国
松
等
提
出
者
と
な
り
内
閣
不
信
任
案
が
上
程
さ
れ

た
。
然
る
に
本
案
の
討
論
に
方
り
議
長
奥
繁
二
郎
の
処
置
に
対
し
、
横
暴
不
公
平
の
非
難
囂
然
と
し
て
起
り
会
場
騒
然
又
騒
然
、

ご
う

数
次
休
議
を
重
ね
て
再
会
す
れ
ば
一
層
喧
囂
甚
だ
し
く
果
て
は
各
派
議
員
間
に
格
闘
さ
え
起
る
有
様
な
の
で
奥
議
長
其
席
を
退

ご
う

き
て
粕
谷
副
議
長
に
救
援
を
需
め
粕
谷
副
議
長
は
議
院
法
第
八
十
八
条
に
基
き
議
事
の
中
止
を
命
じ
散
会
を
宣
し
た
。
こ
こ
に

於
い
て
奥
議
長
は
即
日
責
を
負
ひ
て
辞
任
し
、
同
十
七
日
の
議
場
で
は
先
ず
そ
の
後
任
議
長
の
選
挙
が
行
は
れ
た
。
同
日
の
出

席
議
員
は
三
百
二
十
一
名
、
而
も
粕
谷
は
議
長
席
に
就
き
て
自
選
の
一
票
を
放
棄
し
た
の
で
投
票
総
数
三
百
二
十
は
悉
く
粕
谷

義
三
と
認
め
ら
れ
、吾
が
議
会
政
治
に
於
て
空
前
絶
後
と
の
云
う
べ
き
全
会
一
致
を
以
て
粕
谷
は
議
長
に
当
選
し
た
の
で
あ
る
。

真
に
粕
谷
議
長
は
政
界
を
照
す
一
明
鏡
と
も
云
ふ
べ
く
政
党
政
派
を
超
越
し
て
全
議
員
の
信
望
如
何
に
厚
か
っ
た
か
は
同
日
選

挙
の
後
年
長
の
故
を
以
て
議
員
を
代
表
せ
る
斉
藤
寿
雄
の
次
の
祝
辞
の
裡
に
尽
さ
れ
て
居
る
。「
公
平
無
私
な
る
副
議
長
粕
谷

義
三
君
は
本
日
こ
こ
に
議
長
に
当
選
せ
ら
れ
た
こ
と
は
最
も
欣
幸
と
す
る
。
粕
谷
議
長
の
人
格
高
潔
、
熟
練
達
識
な
る
は
既
に

粕
谷
義
三
頌
徳
記
念
会
偏
『
竹
堂
粕
谷
義
三
伝
』
一
九
三
四
年
。
二
五
一
ー
二
五
三
頁
。

①

〔
参
照
〕「
第
四
十
六
回
帝
国
議
会

衆
議
院
速
記
録
第
四
号
」『
官
報
号
外
』
印
刷
局
、
大
正
十
二
年
一
月
二
十
五
日
。

四
三
ー
六
二
頁
。
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諸
君
の
知
る
所
で
あ
っ
て
是
よ
り
後
憲
政
の
発
展
に
一
層
の
光
彩
を
添
ゆ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
は
な
い
。謹
ん
で
祝
辞
を
呈
す
」

〔
中
略
〕
そ
れ
よ
り
大
正
十
二
年
度
予
算
案
を
始
め
、
政
府
提
出
の
重
要
法
案
は
議
員
提
出
に
係
る
行
財
政
整
理
に
関
す
る
建

議
案
、
並
に
露
西
亜
政
府
承
認
案
と
共
に
通
過
し
三
月
二
十
六
日
同
議
会
は
無
事
終
了
し
た
。

①

震
火
災
に
際
し
罹
災
者
の
救
助
と
慰
撫
に
努
め
た
粕
谷
は
、
埼
玉
救
護
団
を
組
織
し
た
山
口
六
郎
次
を
支
援
す
る
。
衆
議
院
と
し

て
は
書
記
官
長
中
村
藤
兵
衛
に
補
佐
さ
れ
、
救
済
組
織
結
成
の
た
め
実
業
界
と
連
携
す
べ
く
渋
沢
栄
一
と
会
談
し
た
。
九
月
九
日
の

貴
衆
両
院
及
実
業
家
代
表
協
議
会
、
翌
々
日
の
災
善
会
発
起
人
会
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

粕
谷
義
三
と
罹
災
者
救
援

衆
議
院
議
長
粕
谷
義
三
は
他
の
本
県
（
埼
玉
県
）
選
出
代
議
士
、
及
び
県
会
議
員
等
と
共
に
自
ら
罹
災
者
救
助
に
起
ち
、
或

は
帝
都
と
本
県
と
の
連
絡
を
執
り
連
日
此
間
を
奔
走
し
て
県
当
局
と
強
心
戮
力
、
其
善
後
処
置
に
努
め
て
居
た
が
、
一
旦
破
壊

さ
れ
た
鉄
道
が
日
暮
里
赤
羽
間
お
よ
び
川
口
大
宮
間
の
折
返
し
運
転
に
よ
る
列
車
の
開
通
を
見
た
後
に
は
、
列
車
の
窓
と
云
わ

ず
屋
根
裏
ま
で
鈴
な
り
の
罹
災
民
と
一
所
に
浦
和
駅
に
着
く
や
、
身
動
き
も
な
ら
ぬ
群
衆
に
対
し
、
一
々
「
御
免
下
さ
い
」
と



同
書
。
二
五
四
ー
二
五
五
頁
。

①

- 13/14 -

丁
寧
に
挨
拶
し
な
が
ら
静
か
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
い
降
り
立
つ
粕
谷
議
長
の
背
広
姿
を
爾
来
約
二
ヶ
月
の
間
認
め
な
い
日
は

な
か
っ
た
。
是
の
如
き
多
忙
の
非
常
時
に
於
て
罹
災
民
は
不
安
と
焦
燥
の
渦
巻
に
捲
き
込
ま
れ
一
路
生
へ
の
執
着
の
為
め
に
他

を
顧
み
る
暇
な
く
、
秩
序
は
破
壊
さ
れ
終
に
戒
厳
令
下
の
軍
隊
の
力
に
依
り
て
わ
ず
か
に
維
持
さ
る
る
ま
こ
と
に
危
険
な
際
に

於
い
て
も
、
平
日
と
異
な
る
処
な
く
、
列
車
内
の
群
衆
に
対
し
て
儀
礼
を
守
り
爾
来
数
旬
に
亘
り
帝
都
並
に
県
下
の
罹
災
民
救

助
と
共
に
其
の
復
興
に
向
っ
て
身
は
衆
議
院
議
長
の
重
職
に
在
り
な
が
ら
東
奔
西
走
、
全
く
寧
日
な
か
っ
た
。
当
時
埼
玉
及
埼

玉
県
人
を
主
宰
す
る
山
口
六
郎
次
は
在
京
罹
災
者
埼
玉
県
人
救
護
の
必
要
を
感
じ
率
先
埼
玉
救
護
団
を
組
織
す
る
や
粕
谷
は
自

ら
日
比
谷
の
事
務
所
を
訪
ひ
山
口
を
激
励
し
或
は
避
難
民
を
鼓
舞
す
る
等
、
粕
谷
の
活
動
振
り
は
其
の
崇
高
な
る
人
格
の
反
映

で
あ
る
と
共
に
「
人
間
粕
谷
」
の
真
骨
頂
を
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

尚
商
工
会
議
所
内
に
公
爵
徳
川
家
達
を
会
長
に
関
東
大
震
災
善
後
会
の
組
織
せ
ら
る
る
や
子
爵
渋
沢
栄
一
と
共
に
副
会
長
に

推
さ
れ
帝
都
復
興
に
尽
瘁
せ
ら
れ
た
る
市
民
の
記
憶
に
新
な
る
処
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
十
一
日
第
四
拾
七
震
災
復
興
議
会
は

招
集
さ
れ
、
翌
十
二
日
衆
議
院
は
粕
谷
議
長
の
名
に
於
て
、
「
衆
議
院
は
振
古
未
曾
有
の
震
災
に
関
し
不
測
の
惨
禍
を
被
り
た

る
内
外
国
民
に
対
し
、
こ
こ
に
院
議
を
以
て
満
腔
の
同
情
を
寄
せ
、
特
に
幾
万
の
殃
死
者
に
深
甚
な
る
哀
悼
の
意
を
表
す
」
と

お
う

決
議
し
官
民
を
挙
げ
て
帝
都
、
横
浜
両
市
を
は
じ
め
関
東
震
災
地
一
帯
の
復
興
に
精
進
す
る
に
至
り
、
政
府
は
十
二
月
十
九
日

臨
時
物
資
供
給
特
別
会
計
令
を
公
布
し
た
。
①


